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 別紙様式４   別紙様式３  
 

【国と都道府県医師会とが代理契約を締結する場合】 
 

新型インフルエンザ予防接種業務委託契約書 

 
【国と都道府県医師会とが代理契約を締結する場合】 

 
新型インフルエンザ予防接種業務委託契約書 

 
厚生労働大臣（以下「甲」という。）と医療機関（以下「乙」という

。）との間に、次のとおり契約を締結する。 

 
厚生労働大臣（以下「甲」という。）と医療機関（以下「乙」という

。）との間に、次のとおり契約を締結する。 
 
（信義則） 
第一条 甲及び乙は、関係法令を遵守し、信義に従い、誠実にこの契約

を履行しなければならない。 

 
 
〈第十条から〉 
 

 
（目的） 
第二条 新型インフルエンザ（Ａ／Ｈ１Ｎ１）について、甲が実施する

、新型インフルエンザ（Ａ／Ｈ１Ｎ１）のワクチン（以下単に「ワク
チン」という。）の接種等に係る事業（以下「新型インフルエンザ予
防接種事業」という。）が円滑に行われるように、乙は医学的見地か
ら協力するとともに、ワクチンの接種等の必要な業務を行い、我が国
における新型インフルエンザ（Ａ／Ｈ１Ｎ１）による健康被害を最小
限度のものとすることを目的とする。 

 

 
（目的） 
第一条 平成２１年４月２８日に厚生労働大臣が発生を宣言した新型イン

フルエンザ（Ａ／Ｈ１Ｎ１）について、甲が実施する、新型インフル
エンザ（Ａ／Ｈ１Ｎ１）のワクチン（以下単に「ワクチン」という。
）の確保、流通、接種等に係る事業（以下「新型インフルエンザ予防
接種事業」という。）が円滑に行われるように、乙は医学的見地から
協力するとともに、ワクチンの接種等の必要な業務を行い、我が国に
おける新型インフルエンザ（Ａ／Ｈ１Ｎ１）による健康被害を最小限
度のものとすることを目的とする。 

 
（委託業務） 
第三条 甲は、新型インフルエンザ予防接種事業におけるワクチンの接

種に係る業務の実施を乙に委託するものとし、乙はこれを受託するも
のとする。 

 
（委託業務） 
第二条 甲は、新型インフルエンザ予防接種事業におけるワクチンの接種

に係る業務の実施を乙に委託するものとし、乙はこれを受託するもの
とする。 

 
２ 乙は、前項において受託した接種を行うに当たっては、甲が定める

「新型インフルエンザ（Ａ／Ｈ１Ｎ１）ワクチンの接種に関する事業
実施要綱」及び「受託医療機関における新型インフルエンザ（Ａ／Ｈ
１Ｎ１）ワクチン接種実施要領」の規定を遵守するものとし、甲の指
導の下に当該業務を行うものとする。 

 
２ 乙は、前項において受託した接種を行うに当たっては、甲が定める「

新型インフルエンザ（Ａ／Ｈ１Ｎ１）ワクチンの接種に関する事業実
施要綱」及び「受託医療機関における新型インフルエンザ（Ａ／Ｈ１
Ｎ１）ワクチン接種実施要領」の規定を遵守するものとし、甲の指導
の下に当該業務を行うものとする。 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

３ 乙は、本契約の締結における医療機関の名称及び開設者名又は管理
者名につき変更があった場合には、速やかに甲に通知するものとする
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

３ 乙は、本契約の締結における医療機関の名称及び開設者名又は管理者
名につき変更があった場合には、速やかに甲に通知するものとする。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
（委託業務の範囲） 
第四条 前条の規定に基づいて、乙が行う業務の範囲は、次の各号に掲

げるとおりとする。 
一 予防接種の説明 
二 予診 
三 ワクチンの接種 
四 接種後の保健指導 
五 接種したワクチンのメーカー名、ロットナンバー及び接種年月日

等の記録 
六 予防接種済証の交付 
七 ワクチンの管理 
八 医療機関の所在地を管轄する市町村に対する被接種者の数及び

年齢等の報告 
九 甲に対する重篤な副反応の発生に係る情報の報告 
十 その他ワクチンの接種のために必要な業務 

 
 
 
 
 
 

 
（委託業務の範囲） 
第三条 前条の規定に基づいて、乙が行う業務の範囲は、次の各号に掲げ

るとおりとする。 
一 必要量のワクチンの購入 
二 優先接種対象者等であることの確認 
三 予防接種の説明 
四 予診 
五 優先接種対象者等に対するワクチンの接種 

六 接種後の保健指導 
七 接種したワクチンのメーカー名、ロットナンバー及び接種年月日等

の記録 
八 予防接種済証の交付 

九 ワクチンの管理 
十 医療機関の所在地を管轄する都道府県の要請に応じたワクチンの在 
庫量の定期的な報告 
十一 医療機関の所在地を管轄する市町村に対する被接種者の数及び年

齢等の報告 
十二 甲に対する重篤な副反応の発生に係る情報の報告 
十三 その他ワクチンの接種及び円滑かつ適正な流通のために必要な

業務 

 
（削除） 
 
 

 
（ワクチンの利用目的の制限） 

第四条 乙は、ワクチンを、新型インフルエンザ予防接種事業以外に
利用してはならない。 

 
（実費徴収） 
第五条 乙は、ワクチン接種を行った者等から、別紙１の上欄に掲げる

場合に応じ、乙の所在地である左欄に掲げる市町村が定めたそれぞれ
当該区分に掲げる接種費用を徴収する。 

 
 
 
 
 

 
（実費徴収） 
第五条 乙は、ワクチン接種を行った優先接種対象者等から、次の各号に

掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に掲げる実費を徴収し、その収
入とするものとする。 
一 一回目の接種の場合 3,600円 
二 二回目の接種であって一回目の接種を乙が行っている場合 2,55

0円 
三 二回目の接種であって一回目の接種を乙が行っていない場合 3,600

円 
 
２ 前項の規定にかかわらず、乙に従事する医療従事者に対するワクチ

ン接種及び乙の医療機関以外の場所でワクチン接種を行った場合並

 
２ 乙に従事する優先接種対象者である医療従事者に対するワクチン接種

及び乙の医療機関以外の場所でワクチン接種を行った場合並びに市町



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

びに市町村等において実費負担の軽減事業が実施され、市町村等から
別に医療機関にその費用が支払われる場合には、この限りでない。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

村等において実費負担の軽減事業が実施され、市町村等から別に医療
機関にその費用が支払われる場合には、前項の規定によらないことが
できる。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
（賠償責任） 
第六条 甲は、接種に関して被接種者の生命又は身体に損害が生じたと

きは、その損害が接種を担当した乙又は乙の従業員（医師又は看護師
等を含む。以下同じ。）の故意又は過失による場合にも、国家賠償法
の範囲内で、賠償責任を負うものとする。 

 
（賠償責任） 
第六条 甲は、接種に関して被接種者の生命又は身体に損害が生じたとき

は、その損害が接種を担当した乙又は乙の従業員（医師又は看護師等
を含む。以下同じ。）の故意又は過失による場合にも、国家賠償法の
範囲内で、賠償責任を負うものとする。 

 
２ 甲が接種に関して、被接種者に対し国家賠償法の範囲内で賠償責任

を負うこととなった場合において、乙又は乙の従業員に故意又は重大
な過失があったときは、甲は、乙に対し求償することができる。 

 
２ 甲が接種に関して被接種者に対し、国家賠償法の範囲内で、賠償責任

を負うこととなった場合、乙又は乙の従業員に故意又は重大な過失が
あった場合に限り、甲は、乙に対し求償することができる。 

 
（被接種者の個人情報等の取扱い） 
第七条 甲及び乙は、委託業務の遂行上知り得た被接種者に関する情報

を第三者に開示し又は漏らしてはならない。この契約が期間満了によ
り終了し、又は解除された後においても、同様とする。 

 

 
（被接種者の個人情報等の取扱い） 
第七条 甲及び乙は、委託業務の遂行上知り得た被接種者の秘密を第三者

に開示し又は漏らしてはならない。この契約が期間満了により終了し
、又は解除された後においても、同様とする。ただし、乙が第三条第
十二号に掲げる事項について報告を行う場合は、この限りではない。 

 
（削除） 
 
 
 

 
２ 乙は、在職中及び退職後においてもこの契約による業務に関して知り
得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはな
らないこと等の個人情報の保護に必要な事項を、乙の従業員に対して周
知するものとする。 

 
（再委託の禁止） 
第八条 乙は、委託業務（予防接種済証の交付等を除く。）を自ら行う

ものとし、その実施を再委託することはできない。ただし、甲と事前
に協議しその了解を得た場合は、この限りでない。 

 
 

  
（再委託の禁止） 
第八条 乙は、委託業務（優先接種対象者等であることの確認（医学的知

見を要するものを除く。）や予防接種済証の交付等を除く。）を自ら
行うものとし、他の者へ、その実施を再委託することができない。た
だし、甲と事前に協議しその了解を得ている場合は、この限りではな
い。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
２ 前項ただし書の場合において、業務の実施を再委託する場合は、当

該再委託先について、本書の規定を準用するものとする。 

 
２ 前項ただし書の規定において、業務の実施を再委託する場合は、当該

再委託先について、前条の規定を準用するものとする。 
 
（解除等） 
第九条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、催告なしに

この契約を解除することができる。 
一 この契約に違反したと認められるとき 
二 委託業務の実施が不適当と認められるとき 
三 この契約を履行することができないと認められるとき 

 
（解除等） 
第九条 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、催告なしにこの契

約を解除することができる。 
一 乙がこの契約に違反したとき 
二 乙の委託業務の実施が不適当と甲が認めたとき 
三 乙がこの契約を履行することができないと甲が認めたとき 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

２ 乙は、前項の規定によりこの契約が解除されたときは、残余ワクチ
ンの購入費用、得べかりし利益その他一切の補償を甲に請求すること
ができない。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

２ 前項第二号及び第三号に掲げる事由に該当したためこの契約が解除さ
れたときは、乙は、甲に、残余ワクチンの購入費用、得べかりし利益
その他一切の補償を請求することができない。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
（削除） 
 
 

 
（関係法令の遵守） 
第十条 甲及び乙は、新型インフルエンザ予防接種事業の実施に係る業務
を行うに当たっては、関係法令等を遵守するものとする。 

 
 
〈第一条へ〉 
 

 
（信義則） 
第十一条 甲及び乙は、信義を重んじ、誠実にこの契約を履行しなければ
ならない。 

 
（協議） 
第十条 この契約に定めのない事項又はこの契約に関し疑義が生じた場

合は、甲丙協議の上解決する。 

 
（協議） 
第十二条 この契約に定めのない事項及びこの契約に関し疑義が生じた事

項については、甲と乙とが協議して定めるものとする。 
 
（委託期間） 
第十一条 この契約による委託期間は、平成２２年１０月１日から甲が

新型インフルエンザ予防接種事業を終了する旨通知するまでの期間
とする。 

ただし、乙が第四条第十号に掲げる事項について報告を行う場合
は、この限りではない。 

 
（委託期間） 
第十三条 この契約による委託期間は、平成２１年 月 日から甲が新型

インフルエンザ予防接種事業を終了する旨通知するまでの期間とする
。 

 
 

 
この契約の締結を証するため、本書１通作成し、甲丙記名押印の上、

甲が保管する。 
 

 
この契約の締結を証するため、契約書を１通作成し、甲丙記名押印の

上、更に同契約書の写しを１通作成する。契約書は、甲が保管するものと
し、契約書の写し１通は、丙が保管するものとする。 

 
平成２２年  月  日 
             甲   東京都千代田区霞が関１－２－２ 
                       厚生労働大臣 
                          乙   別紙２に掲げる医療機関 
             丙   乙の代理として、 

 
平成２１年  月  日 
             甲   東京都千代田区霞が関１－２－２ 
                       厚生労働大臣 
                          乙   別紙に掲げる医療機関 
             丙   乙の代理として、 

  
 
 

 
 

 


